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EU市民の生活の質の向上のために、欧州連合（EU）は、消費者政策に非常に力を入れている。

公平で透明な、かつ開かれた域内市場を作り上げることによって、消費者の選択の幅を広げ

るとともに、不誠実なプレーヤーを市場から追放し、消費者の健康と安全を守るため、EUで

はさまざまな施策がとられている。

EUの
消費者政策
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EU消費者と域内市場

4億9,200万人に上るEUの市民は、EU
の経済活動において、重要な役割を果た

している。なぜなら、EU市民は、消費行
動を通じて、EUの経済に直接関与して
いるからである。EUの国内総生産（GDP）
に占めるEU市民の消費の割合は、何と
58％に上る。まさに、EU市民は、欧州経
済の活力源であり、購買力が旺盛で、情

報に通じた消費者が、市場において何を

選択するかが、EU経済の今後の行方の
カギとなっているのである。また同時

に、EU市民は消費者として、EUのもたら
す便益を享受する立場にもある。その

ため、EUにとって、経済活動における市
民の役割を十分に遂行できる市場を築

き上げ、同時に個人では対処できないよ

うなさまざまな脅威から消費者を保護

することが、急務となっている。

そこで、2007年6月8日、欧州委員会
は、「2007年～2013年における消費者
政策に関する共同体戦術に関するコ

ミュニケーション」を発表した。この政

策文書により、消費者政策がEU域内市
場政策の新たな一面としてクローズ

アップされることになった。

なぜEUレベルでの
アクションが必要なのか

もちろん、これまでも域内市場は欧州

の経済統合を発展させ、EU市民に多く

の便益をもたらしてきた。確

かに、一部の領域では、いまだ

に完全な経済統合が図られて

いない。例えば、小売市場では、

今のところ、国境によって分断

された、27の小さな市場が存
在している。しかしながら、近

年、国境を越えての購買行動が

大幅に増加しており、特に、eコ
マース（電子商取引）の登場に

よって、EU内の小売市場の統
合に拍車がかかっている。

2006年の統計では、過去1年
間に自国以外の国で買い物を

した経験のあるEUの消費者は
26％に上っている（これは、
2003年の12％に比べて急増）。
また、同年、インターネットを

利用して、商品の購入をした

り、サービスの提供を受けたこ

とがある消費者の割合も27％
となっている。このような傾

向が続けば、EUの小売市場は、
今後、世界中で最も活発なもの

になる可能性があり、EU市民
にとっては、商品選択の幅が拡

大する絶好の機会がもたらさ

れることとなろう。

しかしながら、他方、インターネット

ショッピングのうち、他国の業者との取引

の割合は、わずか6％となっている。金融
サービスに関しても、オンライン取引は全

体の取引の約26％を占めているが、そのう

ち国境を越えた取引は1％ほどである。
こうした傾向の理由のひとつとして、

テクノロジーが急速に発達してきてい

る反面、ビジネスおよび消費モデルがそ

れに追いつかず、国境を越えてのショッ

インターネットショッピングの利用者が増えるに従い、安全な
商品が入手できるようにする仕組みがますます求められるよ
うになっている

EU、国際ローミング料金を大幅引き下げ

EUでは、今年の夏より、携帯電話の国際ローミ
ング料金が引き下げられた。これは、かねてか

らEUの消費者の間で不満が高まっていた、国内
通話と国際通話の料金格差を是正するために

取られた措置。EUが導入した新規制により、欧
州の携帯電話各社は、2007年7月からEU域内
の国際ローミング料金をEUが設定する上限以
下に抑えることを余儀なくされた。上限料金

は、当初、発信が1分あたり49ユーロセント、
受信が24ユーロセントで、向こう3年間か
けてさらに段階的に引き下げられていく。

これは、人・物・資本・サービスの自由移動が

保障され、実質的に域内国境が取り払われつ

つあるEUにおいて、極めて妥当な動きであ
るとともに、EUの消費者を重視した政策遂
行の好例だ。
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ピングはまだまだ消費者の信頼を得て

いない、という指摘もある。

そこで、EUの消費者政策では、これま
でのような「規則」重視の政策から、「市

民にやさしい社会」重視への転換を図

り、消費者のニーズに適確に応えられる

市場作りを目指している。さらには、競

争力の面でもより優れた市場、そして、

適切な価格で基本的なサービスを享受

でき、また、持続可能な環境にやさしい

選択を行うことができるような市場を

構築することが重要である。

EUの新消費者戦略とは?

「2007年～2013年におけるEU消費者
政策戦略に関するコミュニケーション

（政策文書）」では、成長と雇用、およびそ

れらと市民との関連に重点を置き、以下

3つの目標を掲げている。
1. より強いEU消費者を作る：消費者
が強くなるということは、単に市民

に便益をもたらすだけでなく、競争

力を増大させることにつながる。

強い消費者は正しい選択をするた

めに、正確な情報、市場の透明性お

よび信頼性を必要とする。

2. 価格・選択・品質・多様性・安全性・
購入しやすさなどの観点から、EU消
費者の満足感を高める：消費者が満

足感を得るかどうかが、経済活動の

要となろう。

3. 個人では対処できないような危険、
脅威から消費者を効果的に保護す

る：脅威からの保護が消費者の信頼

を得ることにつながる。

目標達成のための政策とは?

以上の目標達成のために、欧州委員会

では、以下のような政策を提言している。

• 消費者市場および加盟各国の消費者
政策の監督強化： 商品やサービスに
関連したリスクや事故、怪我などに

関する統計や情報収集を強化する。

• 消費者保護のための規則の整備： こ
れには「タイムシェア指令」の見直

しや、新「消費者クレジット指令」な

どが含まれる。また、欧州委員会は、

EUレベルでの消費者団体を支援し、
「 欧 州 消 費 者 諮 問 グ ル ー プ

（European Consumer Consultative 
Group ＝ ECCG）」を通じて、加盟国
の消費者団体との協議を引き続き

行う。

• 訴訟方法の改善： 消費者の権利の行
使は、消費者自身に加え、企業・メ

ディア・NGO・公的機関など多くの
関係者が関与するところとなる。欧

州委員会は、「非農産物緊急警告シス

テム（ Rapid Alert System for Non-
food Products ＝ RAPEX）」を強化さ
せ、調整作業に従事するとともに、調

査を行い、加盟国レベルでのシステ

ムの実効性をチェックする。

• 消費者教育： 加盟国が国・地方レベ
ルで行っている情報キャンペーン

を支援することにより、欧州消費者

間のネットワークを強化する。

• 消費者をEU政策の中核に据える： 
EU消費者は、多くのEU政策に直接
関与している。特に、企業、環境、金

融、運輸、通信、競争、エネルギーお

よび通商などの政策に直接関わっ

ている。サービスの自由化が競争

を促進し、多くの消費者に多大な便

益をもたらしたことは否めないが、

基本的なサービスについては、まず

第1に、手ごろな価格でのユニバー
サルなアクセスを担保することが

重要であろう。また第2に、それに
よって、市場の透明性が保障され、

苦情や訴訟手続きが改善されるこ

とも必要である。

• 国際市場における消費者保護： 安全
性の不確かな製品やリスクを見つけ

出すために、他国と協力することが

緊急の課題となっている。そのため、

消費者が正しい選択をするために、正確な情報、市場の透明性および信頼性が必要
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欧州委員会は、2005年に米国の消費
者製品安全委員会（US Consumer 
Product Safety Commission） や、中
国の国家品質監督検査検疫総局 
(General Administration of Quality  
S up e r v i s i o n ,  I n s p e c t i o n  an d 
Quarantine of the People's Republic 
of China ＝ AQSIQ) との間での協力
体制を強化している。さらには、他

の第三国との間で、製品安全に関す

る国際協定を締結するための協議を

行う。またEUレベルでの消費者政策
が加盟国でもきちんと反映されるよ

う、緊密な交渉を重ねているほか、国

際社会においては、OECDの消費者政
策委員会などでも、積極的に活動し

ていく。

次なるステップ

近年、新たな、経済的、社会的、環境的

および政治的な状況が生じている中、

EUの消費者政策も新たな転換期を迎え
ている。

町の小さな商店でも、またインター

ネットを通じてでも、購入したすべての

商品・サービスが保護されているかを

EUのすべての市民が認識できるように
すること、一方、すべての企業が、統一さ

れたEUの規則に従って、どこでも販売
を行うことができるようにするこ

と̶̶これらのことを2013年までの間
に実現することが、欧州委員会の消費者

政策の目標である。

この歩みを確実なものとするために、

今後、毎年「欧州消費者の日」（3月15日）
には、消費者保護担当の欧州委員によっ

て進捗状況が発表されることになって

いる。

EUの消費者政策に関するサイト
http://ec.europa.eu/consumers/
index_en.htm （英語）

これまでの取り組みから消費者重視の社会を考える
～日本の場合～

全国消費者団体連絡会（以下、全国消団

連）は、23消費者組織の中央団体と18地
方消費者連絡組織によって構成されてい

る団体です。全国消団連では、「消費者政

策」や「食品の安全」などのテーマについ

て、行政への働きかけや社会的な発信を

通して、消費者の意見を反映させた施策

や仕組み作りに取り組んでいます。

これまで多くの消費者と消費者団体が

共同で運動に取り組むことにより、政治を

動かし消費者の願いを実現してきました。

しかし、1980年代から90年代にかけて、
消費者や社会のニーズが多様化する中で、

数を背景にした要求活動だけでは消費者

が願う施策や仕組みの実現が難しくなっ

てきました。その時期、消費者運動の転機

となった取り組みに、「PL法制定運動」と
「食品衛生法改正運動」が挙げられます。

PL法制定運動では、消費者とともに第
一線の現場で関わってきた消費生活相談

員や弁護士、そして研究者たちが、それぞ

れの立場で運動に参加し、消費者からの

立法活動として取り組みました（1994年、
PL法制定）。食品衛生法改正運動では、具
体的な法改正試案を準備して、政党をはじ

め地方議会やさまざまな団体に働きかけ

ることにより、国会の請願採択を経て法改

正を実現するという、画期的な成果を残し

ました（2003年、食品衛生法改正、食品安
全基本法制定）。

この2つの運動から見えてきたことは、
多くの人々が参加する運動にしていくこ

とはもちろんですが、消費者の要望を反映

した具体的な案を準備すること、消費者・

消費者団体だけで取り組むのではなく幅

広い参加を実現して理解を広げること、そ

して法改正の実現により従来の仕組みを

具体的に改善することです。

消費者の要望が実現した例として、残

留基準が決められていない農薬等が残留

する食品は国内で流通できないという仕

組みが確立したことが挙げられます。具

体的には食品衛生法が改正されることに

より、ポジティブリスト制度が導入され、

約800種類の農薬について残留基準が設
定されました。しかし、この制度も食品の

安全を確保するための仕組みのひとつで

あり、こうした仕組み作りに地道に取り組

んでいくことが食品の安全確保につなが

ります。また、私たち消費者団体には、こ

うした取り組みをできるだけ広く伝えて、

正しい理解を広げていくことが求められ

ています。

2000年以降、消費者団体では消費者に
関連した施策の実現に関わってきました。

消費者の権利を位置付ける方向で消費者

保護基本法が改正されました（2004年、
消費者基本法）。また、企業不祥事が相次

ぐ中、その発覚が内部告発によるケースが

多かったこともあり、コンプライアンスの

促進と企業倫理確立の観点から、公益通

報者保護法が成立しました（2004年）。そ
して、消費者被害の急増に対応するため、

一定の要件を備えた消費者団体に差し止

め請求権を認める消費者団体訴訟制度が

成立しました（2006年、消費者契約法の
一部改正）。全国消団連では、多くの消費

者団体や弁護士などの専門家の協力も得

て、「消費者保護基本法改正試案」および

「消費者団体訴訟制度・要求試案」を策定

したり、国民生活審議会の論議への参加、

内閣府との意見交換会等、政策立案に積

極的に関わってきました。

さまざまな運動を経験することにより、

消費者団体は政策立案力を身につけ、多様

なネットワークによる参加の広がりを

作ってきました。これからもこうした活

動が安心して暮らせる社会の実現に大い

に寄与するものと確信しています。

北村洋
全国消費者団体
連絡会 事務局次長

http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm

